
問合せ先 

緑区役所 区政策課 

直通電話 042-775-8802 

緑区災害相談室の増設及び 

臨時災害合同専門相談会の開催について 

 

台風第１９号の影響により、緑区内を中心に甚大な被害が発生していること

から、新たに１０月２８日（月）に相模湖総合事務所でも緑区災害相談室を開

設しますのでお知らせします。 

またあわせて、１０月２６日（土）・２７日（日）に臨時災害合同専門相談会

を津久井総合事務所及び藤野総合事務所で開催いたします。 

 

１ 緑区災害相談室について 

【開設場所】津久井総合事務所 １階 相談室 

      藤野総合事務所  ３階 会議室３０３ 

      相模湖総合事務所 ２階 市民相談室  １０月２８日から増設 

【開設時間】午前９時から午後４時まで 

      （正午から午後１時までは受け付けしておりません） 

【相談方法】 直接窓口にお越しいただくか下記に電話相談（予約不要） 

津久井総合事務所  

津久井まちづくりセンター ☎０４２－７８０－１４００ 

  藤野総合事務所   

藤野まちづくりセンター  ☎０４２－６８７－５５１４ 

  相模湖総合事務所 

   相模湖まちづくりセンター ☎０４２－６８４－３２１４ 

 

 

２ 臨時災害合同専門相談会について 

【開設日時】 ①１０月２６日（土） 午前１０時から午後３時まで 

      ②１０月２７日（日） 午前１０時から午後３時まで 

      （いずれも正午から午後１時までは受け付けしておりません） 

【開催場所】 ①藤野総合事務所 ４階 大会議室 

      ②津久井保健センター ２階 集団指導室 

【相談方法】 直接会場で窓口相談 

【相談内容】 弁護士、不動産鑑定士、建築士、中小企業診断士、司法書士に

よる専門相談 

 

令和元年１０月２４日 
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